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グローバルモビリティ～国際税務～ 
「株式報酬が課税されるとき」への備え～日本本社・海外子会社担当者からの

FAQ～ 

2022 年 1 月 

はじめに 

日本では、税制改正で株式関連報酬に関する損金算入要件が整備された 2016 年を起点に、直接交付タイプの譲渡制限

付株式やパフォーマンスシェアを導入する企業が多くありました。これに伴い、2020 年・2021 年は、譲渡制限解除や株式交

付のタイミングを迎えるプランが増加しています。 

また、新しい株式報酬プランを新たな対象者に付与するため、制度設計を進める企業が散見されました。 

今回は、多くの日系企業の株式報酬運用担当者が直面する具体的な課題をご紹介するとともに、外部専門家を活用した

円滑な管理・運用体制を考察します。 
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1. 株式関連報酬の運用時に直面するミクロな税務面の問題 

1. 日本のペイロール担当者とのコミュニケーション 

日本での株式報酬の課税イベントが発生し、源泉徴収が必要となるタイミングで、企業の株式報酬の担当者が、給与計算

担当者から下記のような質問を受けるケースが多く見受けられます。 

【質問例 1】当該株式報酬は社会保険の対象となりますか？賞与として取り扱うべきですか？ 

現金支給がない株式報酬プランでは、現場の担当者から、「社会保険料をどうすべきか」というような質問が多く寄せられるよ

うで、プランごとに初回の課税タイミング前に余裕をもって給与システム入力のシミュレーションをしておくなどの対応が推奨されま

す。 

【質問例 2】給与システムに入力する際の株式報酬額は、何月何日の株価をもって計算すればよいですか？ 

原則として、株式報酬の「権利確定日」の株価をもって報酬額を計算しますが、プランごとに、いつが「権利確定日」となるか、

税法に照らし合わせて検討を行い、現場担当者・付与対象者に説明を行うことで、権利確定日近くでの混乱を防ぐことが可

能です。 

2. 海外子会社ペイロール担当者とのコミュニケーション 

日系企業の海外子会社の現地ペイロール担当者は、日本株を対象とした株式報酬の取扱いが初めてのケースが多く、下記

のような疑問点が多く寄せられるようです。これらの質問に対し、英語で正しく説明を行い、現地税法に従って正しく源泉税の

納付をしてもらうために、日本の株式報酬担当者が多くの時間を割かれることも少なくありません。 

【質問例 1】日本の親会社株が付与されているのに、どうして現地子会社に源泉徴収義務が有るのですか？ 

株式報酬導入時に、各国で課税タイミングや源泉徴収要否を調査し、現地子会社担当者にも周知していたとしても、導入

後数年経ち、課税が発生する場合、再度の説明を要するケースが多いようです。 

【質問例 2】当該株式報酬は、日本では〇月に権利確定するようですが、自国では何月分給与に含めたらよいですか？ 

一般的に、導入時調査は、「この国では『権利確定時』の源泉徴収が必要である*」という確認にとどま止まりますが、実際に

権利確定となると、国ごとに、「何月何日支給の現地給与に反映すべきか」、「源泉税の納付のタイミングはいつか」等、詳細

な確認が必要となります。例えば、米国では納付源泉税が一定の金額を超える場合は 24 時間以内に源泉税を納税する

必要がある等、特殊なケースもあり、タイムリーな納税を行うために現地担当者のサポートが必要になってきます。 

*対象国によってはそれ以外のタイミングで課税が発生する場合もあります。 

3. 海外子会社現地採用対象者への説明と納税資金の徴収 

【質問例 1】譲渡制限付株式の譲渡制限解除時に源泉徴収に充当するための資金がないです。 

日本の譲渡制限株式では、譲渡制限解除時に一定の株式を自動的に売却して納税資金に充てる、いわゆる「Sell to 

Cover」というスキームを採用することができないため、現地採用の付与対象者から「譲渡制限解除時点では納税資金がない

から、源泉徴収はしないで欲しい」等の声が上がることがあります。源泉税を対象者から円滑に徴収するために、丁寧な事前

説明を行う必要があります。 

また、対象者が役員の場合はインサイダー取引規制の対象となり、株式を即売却して資金調達できないこともあり、会社から

納税資金の貸付を行う等、制度設計の時点で納税資金について検討し、対象者と合意をしておく会社もあります。 

【質問例 2】日本親会社の株式を受領した場合、自分の所得税申告でどのように申告をしたらいいですか。 

付与時点で「税務申告は対象者の責任において行う」と説明をしていたとしても、実際申告をするとなった際に「どの金額が課

税所得か？」「申告の際の所得区分は給与所得か？その他別の所得か？」等の質問が寄せられたり、対象者からのネガティ

ブなフィードバックを受けたりするケースもあるようです。株式報酬をインセンティブとして有効に機能させるため、対象者向け説明

資料の準備や説明会の開催等、事前に準備をされる企業も少なくありません。 

2. 外務専門家のサポート 

上記のように、日本国内・国外のペイロール担当者・付与対象者から寄せられる税務関連の質問に対応し、国内外でのタッ

クスコンプライアンス遵守をはかるには、外部専門家のサポートも重要になってきています。 

当初は社内のマンパワーで対応をしている企業からも、運用を進める過程で発生する数々のミクロな問題への対応にあたって、

外部専門家にサポートを委託するケースが多くあります。 
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デロイト トーマツでは、運用開始前の段階から、各社に合わせて運用上のタスクの洗い出し・プロセスの立ち上げをサポートして

います。これにより、課税漏れのリスクを低減させることができます。 

また、各国担当者や付与対象者へ、英語で各国税制に即した説明を行う等のコミュニケーションも細やかにサポートを行ってい

ます。 

 

（マニュアル対応とシステム対応のタスク比較） 

 

 

おわりに 

日系企業でも、株式関連報酬が広く導入されるようになり、導入前に、国内外で課税関係の調査を行うことが一般的になっ

てきています。ただし、「事前調査を行ったから一安心。準備完了！」ではなく、実際の課税のタイミングでの運用を想像し、

「その時」が来ても困らないように・・・」と運用体制を事前に整えておくことも必要です。 

株式関連報酬は、付与から権利確定までに一定の期間があるため、権利確定時には、担当者が変わっていたり、また、海外

においては担当者が退職したりしているケースも想定されます。 

このため、権利確定時の運用を外部委託する、又は、自社で対応する場合は、マニュアルを作成しておく等の対応が非常に

重要です。 

 

 

 

※ご参考：過去に発行した関連記事 

グローバルモビリティ～国際税務～ コストプロジェクション（赴任コストの事前試算）による海外赴任のコスト管理 

グローバルモビリティ～国際税務～ 複雑な税務コンプライアンスをクリアするために：株式関連報酬の運用・管理 

 

※過去のニュースレター一覧はこちら 人事・組織 ニュースレター Initiative 

 国際人事税務関連記事はこちら グローバルモビリティニュースレター 

 

  

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-international-tax-Aug2021.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-mobility-jp-international-tax-nov2020.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/hc-initiative-articles.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/ges-newsletter.html
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